
                                      

 

令和５年度 第１回 朝日地域振興懇談会 

 

 次    第 

 

        日 時   令和５年７月７日（金） 

午後１時３０分開会 

場 所  朝日庁舎４階 大会議室 

                

１．開  会 

 

２．あいさつ   

 

３．会長・副会長の選出 

 

４．協  議  

 

（１）第２次鶴岡市総合計画後期基本計画の策定について 参考資料 1    

 

（２）第２次鶴岡市総合計画後期基本計画の体系（案）について参考資料 2 資料 1              

 

（３）朝日地域振興計画の策定（見直し）について 資料 2 

 

（４）令和５年度 朝日庁舎の主要事業について 資料 3 資料 3-1 資料 3-2 

 

（５）その他  

 

 

５．そ の 他   

 

６．閉   会     



総合計画のうち、「基本計画」については必要に応じて５年をめどに見直し ＝ 後期基本計画策定

社会経済情勢の変化を踏まえるとともに、本市が抱える課題に的確に対応することが必要

地域資源を基盤として、デジタル化の推進などの未来につながる変化も捉えながら見直しを図る

⇒ 市内外の活力を呼び込み、市民が暮らしやすさを実感し、将来にわたって持続可能なまちであ

り続けることを目指し、第２次総合計画後期基本計画を策定する。

第２次鶴岡市総合計画後期基本計画の策定について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内 

 

市議会 

答申 

鶴岡まちづくり塾 
プラス 

地域振興懇談会 

市民ワークショップ 

専門委員会

担当庁内部

会 

 

幹事会 

パブリックコメント 
諮問 

 

市 長 

事務局 
（企画部政策企画課 他） 

未来創造の
プロジェク
トチーム

市民の意見を重視

議論の反映

中間見直し検討体制

 社会経済情勢の変化や新型コロナウイルス感染症（ポ
ストコロナ）を踏まえ、市民意識の変化や地域の実態、
課題などを明確化

 これまでの施策の点検評価を行い、施策の方向性など
総合計画審議会や専門委員会、地域振興懇談会、庁内
等での議論を反映

 対話の場や、デジタルを活用したアンケート、参加者
自らの学びや気づきに繋がるような勉強会、市民ワー
クショップなどにより市民目線を重視

１．後期基本計画策定の趣旨

２．後期基本計画策定の基本的な考え方

参考資料１

令和5年5月26日
総合計画審議会（第2回） 資料１



 

 

第２次鶴岡市総合計画 後期基本計画策定 

これまでの経過について 

開催日 開催会議名等 

令和４年  

１０月３１日（月） 

 

 

 

 

第１回 総合計画審議会の開催 

○諮問 

○協議：(1)第２次鶴岡市総合計画基本計画の評価・検証について 

     (2)第２次鶴岡市総合計画基本計画の中間見直しについて 

 (3)後期基本計画策定に当たっての視点について 

１２月２７日（火） 第１回 企画専門委員会の開催 

○委嘱状交付 

○協議：後期基本計画策定において重視すべき点について  

令和５年  

１月１６日（月） 第１回 産業専門委員会の開催 

○委嘱状交付 

○協議：後期基本計画策定において重視すべき点について 

１月１８日（水） 第１回 市民教育専門委員会の開催 

○委嘱状交付 

○協議：後期基本計画策定において重視すべき点について 

１月２７日（金） 

 
第１回 社会基盤専門委員会の開催 

○委嘱状交付 

○協議：後期基本計画策定において重視すべき点について 

１月３１日（火） 

 

 

第１回 厚生専門委員会の開催 

○委嘱状交付 

○協議：後期基本計画策定において重視すべき点について 

２月１４日（火） 

 

 

第２回 企画専門委員会の開催 

協議：(1)分野横断的課題・施策の展開に関することについて 

(2)「未来創造のプロジェクト」の取組について  

２月１４日（火） 

 

 

 

温海地域振興懇談会 

○協議：今後５か年の「温海地域の振興」において重視すべき点につい 

      て 

参 考 資 料 １ 

令和 5年 5月 26日 
総合計画審議会（第 2回） 資 料 ２ 



 

２月１６日（木） 

 

 

羽黒地域振興懇談会 

○協議：(1)第２次鶴岡市総合計画基本計画の中間見直しの進め方につい 

       て 

     (2)羽黒地域の取り組みについて  

２月２８日（火） 

 

 

市民ワークショップ「つるおか未来カフェ」 

○テーマ・どのようにして交流人口や関係人口を増やすか 

    ・子育てしやすいまちにするにはどうしたらよいか 

３月１４日（火） 

 

 

櫛引地域振興懇談会 

○協議：第２次鶴岡市総合計画の中間見直しについて 

３月１６日（木） 

 

 

藤島地域振興懇談会 

○協議：第２次鶴岡市総合計画の中間見直しについて 

３月１７日（金） 

 

 

朝日地域振興懇談会 

○協議：第２次鶴岡市総合計画の中間見直しについて 

３月１７日（金） 第２回 産業専門委員会の開催 

○協議：今後５か年の分野別施策の方向性等について 

３月２２日（水） 

 

第２回 社会基盤専門委員会の開催 

○協議：今後５か年の分野別施策の方向性等について 

   ・前回の委員会で出された意見から 

３月２４日（金） 第２回 市民教育専門委員会の開催 

○協議：今後５か年の分野別施策の方向性等について 

３月２９日（水） 第２回 厚生専門委員会の開催 

○協議：今後５か年の分野別施策の方向性等について 

 



総合計画後期基本計画策定全体スケジュール（案）
（令和５年５月時点）

審議会 企画専門委員会 各専門委員会

R4/10

11

12

R5/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R6/1

2

3

次年度当初予算ヒアリング

第2次鶴岡市総合計画後期基本計画
の策定

幹事会

市議会議員への説明

幹事会

主要課題事項説明

サマーレビュー

審議会委員の選任

月
庁内検討部会

市民からの意見徴取市

幹事会（書面）

各専門委員会委員の選任

第1回

・前期基本計画の評価・検証

・後期基本計画策定において

重視すべき点等について

第1回

・委員長選出 等

・前期基本計画の評価・検証

・後期基本計画策定において

重視すべき点等について

第2回

・会長選出 等

・後期計画において優先的かつ

重点的に取り組むべき事項に

ついて

・未来創造のプロジェクトの今後

の施策の方向の考え方につい

て

第3回

・総合戦略の見直しについて

・分野横断の施策の方向、主な

施策の案について

第4回

・後期基本計画（大綱別）の案

について

第2回

・分野横断的課題・施策の展開

について

・未来創造のプロジェクトのこ

れまでの取組について
第2回

・今後５か年の分野別施策の

方向性（施策の全体像）等につ

いて

第3回

・後期基本計画の体系（大綱

別）の案について

・施策の方向、主な施策（大綱

別）の案について

第1回地域振興懇談会

・前期基本計画の評価・検証

・後期基本計画策定において重

視すべき点等について

第2回地域振興懇談会

・後期基本計画の体系（地域

別）の案について

・施策の方向、主な施策（地域

別）の案について

第1回

・諮問（第2次鶴岡市総合計画

基本計画の中間見直しについ

て）

第3回

・後期基本計画の体系（全体）

の案について

・施策の方向、主な施策（全体）

の案について

・未来創造のプロジェクトの案に

ついて

市民ワークショップ

アンケート

・子どもの意見聴取

（市議会議員への事前配信）

パブリックコメント

第4回

・後期基本計画（最終案）につい

て

第4回

・後期基本計画の体系（全体）

の案について

・施策の方向、主な施策（全体）

の案について

・未来創造のプロジェクトの施策

の方向の案について

第6回

・後期基本計画（最終案）につ

いて

市民勉強会

第3回地域振興懇談会

・後期基本計画（地域別）の案

について

・ＫＰＩの見直し案について

第4回地域振興懇談会

・後期基本計画（地域別）の最

終案について

第5回

・後期基本計画（大綱別）の最

終案について

市民勉強会

第5回

・分野横断の施策の方向、主な

施策の最終案について

・ＫＰＩの見直し案について

鶴岡まちづくり塾

・意見交換

・答申（第2次鶴岡市総合計画

基本計画の中間見直しについ

て）

参考資料１
令和5年5月26日

総合計画審議会（第2回） 資料３



7つの未来創造のプロジェクト

若者・子育
て世代応援

地域国際化
SDGs推進

城下町
つるおか

リブランディ
ング

全世代全対象
型地域包括

輝く女性
活躍推進

産業強化
イノベー
ション

食文化・
食産業創造

①若者・子育て世代に選ばれる
まちづくり

②ＳＤＧｓ未来都市の実現 ③産業振興と人材育成 ④交流人口の創出・拡大

⑤ 総 合 的 な デ ジ タ ル 化 戦 略 の 推 進

 現下の情勢に対応し、目指す都市像の実現のために、特に重視すべき視点を設定し、今後の政策展開の基本的方向性を明確化
 特に重視すべき視点は「５つの加速化アクション」として位置づけ、「施策の大綱」や「未来創造のプロジェクト」を更に加速化して推進
 個別の計画・ビジョンにおいても、特に優先的かつ重点的に取り組むべき課題として紐づけ、更なる市民参画の下、関連する施策を重点

的・横断的に推進

５つの加速化アクション（仮）

（奨学金返済支援、鶴岡型小中一貫教育、人工芝
グラウンド場建設、給食センター整備、学童整備、
旧二小跡地活用、図書館整備 など ）

（地域包括ケアの推進、国がん連携、医ケア
児・ヤングケアラーへの支援、国際化推進プ
ラン、汚泥の資源化 など）

（新産業団地造成、SEADS、ｻｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ、
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、新たな食産業の創造
など）

（酒井家庄内入部400年NEXT100、加茂水族
館改築、日本遺産・国民保養温泉地活用、移
住定住の横断支援、空き家の活用 など）

・子どもを産み育てやすい環境の充実
・若者の地元回帰・定着の促進
・教育環境の充実

・安心して暮らせる包括的支援体制の整備
・多文化共生の推進
・資源循環型社会の実現

・中小企業支援と産業人材育成・確保
・農業の生産拡大と担い手の育成
・食文化創造都市の推進

・中心市街地の活性化
・戦略的な観光の展開
・移住・定住の促進

大綱 ２

福祉と
医療

大綱 ３

学びと
交流

大綱 ４

農・林・
水産業

大綱 ６

社会の
基盤

大綱 ７

地域の
振興

大綱 １

暮らしと
防災

大綱 ５

商工と
観光

７つの施策の大綱

総合計画後期基本計画策定の視点について

（各分野におけるデジタルの有効活用）

～誰一人取り残さず、市民が本当に幸せ
だと思えるまちの実現～～本市で活躍し、ここで暮らしたいという若者

や、鶴岡で子育てをしたいという人を増やす～

～地域に根ざした産業の振興を進め、
魅力的で多様な雇用の場を創出～

～ひとの交わりを加速させ、
移住者や関係人口を増やす～

施策の大綱・未来創造のプロジェクトを更に加速化して推進するため、特に重視すべき視点と位置付け、落とし込む

参考資料１

令和5年5月26日
総合計画審議会（第2回） 資料４



















第２次鶴岡市総合計画後期基本計画体系(案) 新旧対照表 

1 

 

現基本計画 検討中の基本計画（案） 

朝日地域は豊かな森林資源に恵まれ、自然と調和した歴史と文化が育

まれてきた地域です。 

 

しかし、全国的にも有数の豪雪地帯であり、山間地という地理的条件

上、平野部と比較すると厳しい住環境にあり、人口減少や少子高齢化の

傾向が特に顕著となっています。 

 

住民が住み慣れた地域で安全にいきいきと暮らしていけるよう、生活環

境の整備や住民による生活基盤の維持、強化への支援など、地域の暮ら

しを守り支える取組を進めます。 

 

 

これまでの農業基盤や生産技術に創意工夫を加えた農業施策や、森

林資源を活用した振興方策により農地や山林の荒廃を食い止め、農林業

の持続的な振興を図ります。 

 

豊かな自然や山岳信仰など、多種多様な観光資源を組み合わせ、地

域内の自然や伝統文化、食の魅力を存分に楽しめる環境を整備し、交流

人口の拡大による観光振興を推進します。 

 

 

朝日地域は豊かな森林資源に恵まれ、自然と調和した歴史と文化が育

まれてきた地域です。 

 

しかし、全国的にも有数の豪雪地帯であり、山間地という地理的条件

上、平野部と比較すると厳しい住環境にあり、人口減少や少子高齢化の

傾向が特に顕著となっています。 

 

住民が住み慣れた地域で安全にいきいきと暮らしていけるよう、生活環

境の整備や住民による生活基盤の維持、強化への支援に加え、地域を

支える人材育成・確保やデジタル技術のモデル活用などの取組を進め、

地域の暮らしを守り支える取組を進めます。 

 

これまでの農業基盤や生産技術に創意工夫を加えた農業施策や担い

手の育成・確保、森林資源を活用した振興方策により農地や山林の荒廃

を食い止め、農林業の持続的な振興を図ります。 

 

豊かな自然や山岳信仰など、多種多様な観光資源を組み合わせ、地

域内の自然や歴史、伝統文化、食の魅力を存分に楽しめる環境を整備

し、交流人口の拡大による観光振興を推進します。 

 

 

 

 

 

資料１ ※赤線部分は変更点 



第２次鶴岡市総合計画後期基本計画体系(案) 新旧対照表 

2 

 

現基本計画 検討中の基本計画（案） 

ア 中山間地域における定住環境の支援 

〇施策の方向 

地域住民が住み慣れた地域で安全安心にいきいきと暮らしていけるよう、

生活環境の整備や支援を行います。また、住民による生活基盤の維持、

強化に係る取組を支援するとともに、次世代を担う人材の育成を進め、中

山間地域の暮らしを守り支える取組を行います。 

 

 

 

 

 

〇主な施策 

① 防災拠点施設からの距離が遠く、豪雪、風水害などの災害発生時

に孤立集落となる危険性のある地域に対して、災害対応力を発揮で

きるよう自主防災組織の活動を支援するとともに、消防施設などの整

備を推進します。 

 

② 地域の実情に応じた既存集落の維持を図るための支援とともに、

広域的な視点による集落間の連携強化をめざし、持続可能な地域運

営組織の育成とコミュニティ施設など活動拠点の整備を推進します。 

 

 

 

(次ページへ続く) 

ア 中山間地域における定住環境の支援  

〇施策の方向  

地域住民が住み慣れた地域で安全安心にいきいきと暮らしていけるよ

う、生活環境の整備や支援を行います。また、住民による生活基盤の維

持、強化に係る取組を支援するとともに、地域課題の解決に地域が主体

的に取り組める環境づくりに向けて、地域を支える人材の育成・確保を進

めます。 

あわせて、地域資源である自然環境を活かした次世代を担う人材の育

成や、デジタル技術のモデル活用などを進め、中山間地域の暮らしを守り

支える取組を行います。 

 

〇主な施策  

・災害発生時における初動体制の確立に向けた自主防災組織の育成支

援、消防分署から遠距離な自主防災組織に対する消防施設等の整備

促進 

・集落維持に向けた活動支援、集落間の連携強化の促進 

・地域課題解決に向けて主体的に取組む地域団体や若者組織等の育成 

・交流事業や地域資源を活用した事業を通じた関係人口の拡大 

・広域コミュニティ組織を中心にした地域運営への支援、活動拠点となる

広域コミュニティ施設の計画的な整備拡充 

 

 

 

(次ページへ続く) 



第２次鶴岡市総合計画後期基本計画体系(案) 新旧対照表 
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現基本計画 検討中の基本計画（案） 

③ 学校、病院などの生活利便施設への交通を確保するため、地域の

実情や需要に応じた、利用者の視点に立った地域内交通対策を推

進します。 

 

④ 除雪支援など、雪による経済的及び精神的負担を軽減する克雪対

策の取組を進め、定住環境の整備を推進します。 

 

⑤ 高齢者の自立促進と健康寿命の延伸のため、近隣住民の協力や

支え合いの仕組みづくり、医療機関、関連福祉団体との連携や地域

資源を活用した事業などを通して、高齢者支援体制の充実を図りま

す。 

 

⑥ 豊かな森林資源と自然環境を活用し、次世代を担う子どもたちをは

じめとした市民への自然環境教育の実践を進めます。また、交流事

業などを通した関係人口の拡大と人材育成を推進します。 

 

・地域の実情や需要に応じた地域内生活交通の確保 

・克雪住宅・克雪小規模生活道整備への支援や、住民が共同で取り組む

地域内互助除雪体制の構築などへの支援による克雪対策の推進 

・住民による支え合いの仕組みづくりや医療機関・関連福祉団体との連

携、地域資源を活用した事業取組による高齢者支援体制の充実 

・豊かな森林資源と自然環境を活用し、郷土の自然に親しみ触れながら

学ぶ自然環境教育の推進及び大鳥自然の家の計画的な整備拡充 

・中山間地域の課題解決に向けたデジタル技術のモデル活用として、デ

ジタル技術を活用した市民サービスの提供及び地域デジタル人材の育

成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２次鶴岡市総合計画後期基本計画体系(案) 新旧対照表 
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現基本計画 検討中の基本計画（案） 

イ 森林資源、自然環境などを活用し、中山間地に特化した農林業の 

振興 

〇施策の方向  

これまでの農業基盤や生産技術に創意工夫を加えた農業施策を推進

し、農産物の流通体系の整備、地域特産品の販売支援、特産品の開発、

既存商品の価値向上、農地保全のための仕組みづくりなどを通して、中

山間地型の複合経営をめざします。また、広大な森林資源を活用した菌

茸などの生産支援などを行い、山林の荒廃防止と資源循環をめざしま

す。 

 

〇主な施策 

① 出荷手段を持たない高齢者などへの支援により生産意欲を喚起

し、生産量の拡大をめざします。また、月山ワイン、山菜、そばなど、

地域内農産品の生産振興や新たな特産品開発への支援、交流など

による販路拡大のための取組を推進します。あわせて、鳥獣被害防

止対策の取組を推進します。 

 

② 木材、薪炭などの活用を推進します。また、菌茸などの栽培研究や

技術研究などを進めることにより販売量の確保や生産者の育成を図

り、山林の荒廃防止対策を推進します。 

 

 

イ 森林資源、自然環境などを活用し、中山間地に特化した農林業の 

振興 

〇施策の方向  

これまでの農業基盤や生産技術に創意工夫を加えた農業施策を推進

し、農産物の流通体系の整備、地域特産品の販売支援、特産品の開発、

既存商品の価値向上に取り組むとともに、農地保全のための地域組織活

動への支援などを通して、農村集落機能の維持をめざします。また、広大

な森林資源を活用した特用林産物の生産支援などを行い、山林の荒廃

防止と資源循環をめざします。 

 

〇主な施策  

・地域特性を活かした農産物、特用林産物の持続的な生産環境づくりへ

の支援 

・特産品等の開発、販売支援並びに交流等による販路拡大の推進 

・地域農業の担い手等の育成強化 

・農村集落機能の維持に取組む地域組織の持続可能な活動への支援 

・鳥獣被害防止対策への支援  

・山林、里山の利活用と保全活動の推進 
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現基本計画 検討中の基本計画（案） 

ウ 自然、文化、風土など、地域資源を活用した観光の振興 

〇施策の方向  

豊かな自然や山岳信仰など、多種多様な観光資源を組み合わせた誘

客を推進します。また、地域にある自然や文化、食の魅力を存分に楽しめ

る環境づくりを通して、地域の活性化につながる観光振興をめざします。 

 

 

〇主な施策 

① 湯殿山スキー場やあさひ家族キャンプ村、月山あさひ博物村など地

域の魅力ある観光資源を組み合わせ、通年型観光による誘客を図る

ための環境整備を推進するとともに、インフォメーション機能の整備

やガイド、インストラクターなどの人材育成を支援します。 

② 日本遺産の構成文化財である六十里越街道や大鳥池、以東岳な

どの自然、また、地域の歴史から積み重ねられた生活様式、食文化

などを観光資源として活用し、交流人口の拡大を図ります。 

 

ウ 自然、文化、風土など、地域資源を活用した観光の振興 

〇施策の方向  

豊かな自然や山岳信仰など、多種多様な観光資源を組み合わせた通

年型観光による誘客を推進します。また、観光団体等との連携を強化し、

地域にある自然や歴史文化、食の魅力を存分に楽しめる環境づくりを通

して地域資源の高付加価値化を進め、地域の活性化につながる観光振

興をめざします。 

 

〇主な施策  

・通年型観光の拠点施設として、あさひ自然体験交流施設や道の駅「月

山」月山あさひ博物村の計画的な整備の推進、誘客推進体制の強化に

向けた人材育成への支援 

・湯殿山や六十里越街道、朝日連峰など地域の自然、歴史文化、地域固

有の食文化を観光資源として活用した情報発信 

・観光団体等と連携した受入体制整備の推進 

・近隣地域との連携による観光誘客推進への支援 

 

 

 



総合計画と地域振興計画の位置付け

地域振興策の体系

関連計画の期間

① 若者・子育て世代に選ばれるまちづくり
② ＳＤＧｓ未来都市の実現
③ 産業振興と人材育成
④ 交流人口の創出・拡大
⑤ 総合的なデジタル化戦略の推進

５つの加速化アクション

策定スケジュール（案）

資料２

計画 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

第２次総合計画

地域振興計画

地域まちづくり
未来事業計画

地域振興計画（５年）

毎年度見直し

基本計画 後期計画(５年）基本計画 前期計画（５年）

地域振興計画（更新）

計画 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

第２次総合計画

地域振興懇談会
・後期計画の体系
（地域別）案について
・施策の方向、主な施
策(地域別）案について

地域振興懇談会
・後期基本計画（地域別）
案について
・ＫＰＩ見直し案について

地域振興懇談会
・後期基本計画(地域
別)最終案について

地域振興計画

懇談会委
員の公募

地域振興懇談会
・地域振興計画の体系
について
・地域の重点施策等

地域振興懇談会
・地域振興計画の具体
的な施策の検討
・まちづくり未来事業
への反映について

地域振興懇談会
・地域振興計画（素案）
について

地域振興懇談会
・地域振興計画の策定
について

実施計画（３年ごとのローリング）

鶴岡市地域まちづくり
未来事業計画

（地域振興の実施計画）

地域振興計画
（地域振興の基本計画）

第2次鶴岡市総合計画後期計画

（地域振興の基本方針）

地域の振興 （5）朝日地域
各地域固有の特性や地域資源を最大限に生かし、地域住民が
誇りと愛着を持ち、安心して暮らし続けることができる地域づ
くりを行います

・これまでの取組の検証による地域課題の深掘り
・市民との対話や社会情勢等の変化から得られた課題の整理
・地域特性や資源を活かした魅力ある地域づくりの方向性
【重点施策】

・重点的に推進する具体的な取組
・「５つの加速化アクション」と地域資源を活かした取組

１



現 総合計画（R1~R5） 現 地域振興計画（R1~R5）

主な施策 具体的な展開方策 主な施策

⑴-①過疎・中山間地域コミュニティ組織への支援

⑴-②自主防災活動への参加促進と防災基盤の強化

⑴-③身近な地域課題に住民自らが取り組む仕組みづくり

⑴-④快適で安全・安心な住まいづくりへの支援

⑴-⑤情報化社会に対応した情報通信基盤の整備

⑵-①地域内生活交通の確保

⑵-②高校生通学費への支援

⑶-①健康長寿を目指した取組

⑶-②医療環境の整備

⑷-②自然環境教育実践施設の整備充実

⑷-③地域情報の発信

⑷-①国際理解の推進・人材育成

⑴-①山ぶどうの振興

⑴-②そばの生産振興

⑴-③地場産品直売施設整備の検討

⑴-④鳥獣被害対策への支援

⑴-⑤地域伝統料理の継承

⑵-①特用林産品の生産支援

⑵-②森林荒廃防止対策への支援

⑴-①道の駅「月山」の施設整備及び拡充

⑴-②あさひ自然体験交流施設の施設整備及び拡充

⑵-①地域資源を活用した情報発信

⑵-②地域資源を活用するための環境整備への支援

⑵-③地域内の観光資源をつなぐ交通の確保

⑴-⑥交流による販路の拡大

基本方針小項目

①自主防災活動への参加促
進、防災基盤の強化

⑥森林資源と自然環境を活
用した環境教育の実践、交
流事業による関係人口拡
大・人材育成

⑤高齢者の支援体制の充実

②集落維持への支援、持続
可能な地域運営組織の育成、
活動拠点の整備

④克雪対策の取組推進

③地域の実情や需要に応じ
た地域内交通の確保

イ 森林資源、
自然環境など
を活用し、中
山間地に特化
した農林業の

振興

①出荷手段確保による生
産量拡大、地域内農産品
の生産振興・特産品開発支
援、交流促進と販路拡大、
鳥獣被害防止対策推進

②木材等の活用推進、菌
茸等の販売量確保・生産
者育成、山林荒廃防止対
策の推進

ウ 自然、文
化、風土など、
地域資源を
活用した観光
の振興

②日本遺産や国立公園等
の自然や歴史、食文化を
活用した誘客・交流人口の
拡大

①地域観光資源を組み合
わせた通年型観光による誘
客推進

ア 中山間地域
における定住
環境の支援

⑵地域内生活交通の
維持・確保

⑶高齢者がいきいきと
生活できる環境整備

⑷地域を支える人材の
育成

⑴快適で安全・安心な
環境整備への支援

⑵森林資源の保全と有
効な活用の推進

⑴中山間地における持
続的な農業体系の整備
推進

⑴観光振興施設と観光
者受入環境の整備推進

⑵地域の自然、文化、
食の魅力の発信を推進

2 森林資源、
自然環境など
を活用し、中
山間地に特化
した農林業の

振興

3 自然、文化、
風土など、地
域資源を活
用した観光の

振興

1 中山間地域
における定住
環境の支援

２



①自主防災活動への育成支援、
防災基盤の強化

朝日地域 地域振興施策の全体像（案）

・湯殿山や六十里越街道、朝日連峰など地域の自然、歴史文化、地域固有
の食文化を観光資源として活用した情報発信
・観光団体等と連携した受入体制整備の推進
・近隣地域との連携による観光誘客の推進

ア 中山間地域における
定住環境の支援

イ 森林資源、自然環境
などを活用し、中山間地
に特化した農林業の振興

⑤高齢者がいきいきと生活できる
環境の整備

ウ 自然、文化、風土など、
地域資源を活用した観光
の振興

・地域資源活用による介護予防・健康増進事業の推進
・住民の支え合いの仕組みづくり、医療機関・関係福祉団体との連携強化

・郷土の自然に親しみ触れながら学ぶ自然環境教育の推進
・「大鳥自然の家」の計画的な整備拡充

①自然を活用したアクティビティと
観光資源を組み合わせた通年型
観光による誘客の推進

・通年型観光拠点施設（湯殿山スキー場、あさひ家族キャンプ村、道の駅「月
山」月山あさひ博物村）の計画的な整備推進
・通年型観光拠点施設の誘客推進体制強化に向けたガイド等人材育成支援

②日本遺産や国立公園等を活用
した観光誘客と交流人口の拡大

・自主防災組織の育成支援、自主防災組織に対する消防施設等の整備促進

③地域の実情や需要に応じた地
域内交通の確保

①地域特性を活かした農産物、特
用林産物の持続的な生産環境づ
くり支援、加工品等の販売拡大、
担い手育成

②農地・山林等の保全による農林
業の生産活動と集落機能維持

・農村集落機能維持に取組む地域組織の持続可能な活動の支援
・鳥獣被害防止対策への支援
・山林・里山の利活用と保全活動の推進

・農産物、特用林産物の持続的な生産環境づくりへの支援
・特産品等の開発、販売支援、交流等による販路拡大の推進
・地域農業の担い手等の育成強化

④豪雪地帯における克雪対策へ
の支援

・市営バス運行等による地域内生活交通の確保
・地域内生活交通対策の調査研究

・克雪住宅及び克雪小規模生活道整備への支援
・住民が共同で取組む地域内互助除雪体制への支援

・デジタル技術の活用による市民サービスの提供
・地域デジタル人材の育成

⑦中山間地域の課題解決に向け
たデジタル技術のモデル活用

⑥森林資源と自然環境を活用し
た環境教育の実践

②地域を支える人材確保・育成、
住民主体による地域運営の推進、
交流事業による関係人口の拡大

・集落維持に向けた活動支援、集落間の連携強化の促進
・地域課題解決に向けて主体的に取組む地域団体や若者組織等の育成
・広域コミュニティ組織を中心にした地域運営への支援、活動拠点となる広域
コミュニティ施設の計画的な整備・拡充
・交流事業や地域資源を活用した関係人口の拡大

朝
日
地
域

地域振興計画

小項目

基本方針

総合計画 主な施策

主な施策 具体的な施策

※朱書きは見直し、新規項目
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現 地域振興計画 (R1~R5） 新 総合計画・地域振興計画の体系（案）

⑵-②高校生通学費への支援

⑶-①健康長寿を目指した取組

⑷-②自然環境教育実践施設の整備充実

⑷-③地域情報の発信

⑷-①国際理解の推進・人材育成

⑴-①山ぶどうの振興

⑴-②そばの生産振興

⑴-③地場産品直売施設整備の検討

⑴-④鳥獣被害対策への支援

⑴-⑤地域伝統料理の継承

⑵-①特用林産品の生産支援

⑵-②森林荒廃防止対策への支援

⑶-②医療環境の整備

※朱書きは見直し、新規項目

⑴-⑥交流による販路の拡大

⑴-②自主防災活動への参加促進と防災
基盤の強化

⑴-③身近な地域課題に住民自らが取り
組む仕組みづくり

⑴-④快適で安全・安心な住まいづくりへ
の支援

⑴-⑤情報化社会に対応した情報通信基
盤の整備

⑴-①過疎・中山間地域コミュニティ組織
への支援

⑴快適で安全・安心な環
境整備への支援

⑵地域内生活交通の維
持・確保

⑶高齢者がいきいきと生
活できる環境整備

⑵-①地域内生活交通の確保

⑷地域を支える人材の
育成

⑴中山間地における持
続的な農業体系の整備
推進

⑵森林資源の保全と有
効な活用の推進

森林資源、
自然環境な
どを活用し、
中山間地に
特化した農
林業の振興

自然、文化、
風土など、地
域資源を活
用した観光の

振興

⑴観光振興施設と観光
者受入環境の整備推進

⑵地域の自然、文化、食
の魅力の発信を推進

⑴-①道の駅「月山」の施設整備及び拡充

⑵-①地域資源を活用した情報発信

⑵-②地域資源を活用するための環境整
備への支援

①自主防災活動への育成
支援、防災基盤の強化

②地域を支える人材確保・
育成、住民主体による地域
運営の推進、交流事業によ
る関係人口の拡大

③地域の実情や需要に応じ
た地域内交通の確保

④豪雪地帯における克雪対
策への支援

⑤高齢者がいきいきと生活
できる環境の整備

⑦中山間地域の課題解決
に向けたデジタル技術のモ
デル活用

⑥森林資源と自然環境を活
用した環境教育の実践

・自主防災組織の育成支援、自主防災組織に対する消
防施設等の整備促進

・集落維持に向けた活動支援、集落間の連携強化促進
・地域課題解決に向けて主体的に取組む地域団体や若者
組織等の育成
・広域コミュニティ組織を中心にした地域運営への支援、活
動拠点となる広域コミュニティ施設の計画的な整備拡充
・交流事業や地域資源を活用した関係人口の拡大

・市営バス運行等による地域内生活交通の確保
・地域内生活交通対策の調査研究

・克雪住宅及び克雪小規模生活道整備への支援
・住民が共同で取組む地域内互助除雪体制への支援

・地域資源活用による介護予防・健康増進事業の推進
・住民の支え合いの仕組みづくり、医療機関・関係福祉
団体との連携強化

・郷土の自然に親しみ触れながら学ぶ自然環境教育の推進
・「大鳥自然の家」の計画的な整備拡充

・デジタル技術の活用による市民サービスの提供
・地域デジタル人材の育成

②農地・山林等の保全によ
る農林業の生産活動と集落
機能維持

①地域特性を活かした農産
物、特用林産物の持続的な
生産環境づくり支援、加工品
等の販売拡大、担い手育成

①自然を活用したアクティビ
ティと観光資源を組み合わ
せた通年型観光による誘客
の推進

②日本遺産や国立公園等
を活用した観光誘客と交流
人口の拡大

・農産物、特用林産物の持続的な生産環境づくりへの
支援
・特産品等の開発、販売支援、交流等による販路拡大の
推進
・地域農業の担い手等の育成強化

・農村集落機能維持に取組む地域組織の持続可能な活
動の支援
・鳥獣被害防止対策への支援
・山林・里山の利活用と保全活動の推進

・通年型観光拠点施設（湯殿山スキー場、あさひ家族
キャンプ村、道の駅「月山」月山あさひ博物村）の計画的
な整備推進
・通年型観光拠点施設の誘客推進体制強化に向けたガ
イド等人材育成への支援

森林資源、
自然環境な
どを活用し、
中山間地に
特化した農
林業の振興

自然、文化、
風土など、地
域資源を活
用した観光の

振興

中山間地域
における定住
環境の支援

⑴-②あさひ自然体験交流施設の施設整
備及び拡充

4

中山間地域
における定住
環境の支援

・湯殿山や六十里越街道、朝日連峰など地域の自然、歴
史文化、地域固有の食文化を観光資源として活用した情
報発信
・観光団体等と連携した受入体制整備の推進
・近隣地域との連携による観光誘客の推進

⑵-③地域内の観光資源をつなぐ交通の
確保



令和5年度 朝日庁舎の取組方針について

〈 地域まちづくり未来事業以外で取組んでいる事業 〉

・朝日地域共創プロジェクト（R4～）

・六十里越街道広域連携事業（H17～）

・デジタル技術活用による地域課題解決のための実証実験（R3～）

地域資源を活用した産業の振興

・醸造用ぶどうの持続的な生産環境づくり支援

・山菜、きのこ等の安定した生産量確保・販路拡大への支援

・中山間地域直接支払及び多面的機能支払交付金等の地域活動

の広域化を推進

・朝日連峰、大鳥池へ訪れる登山客の

二次交通の確保

・六十里越街道のガイドマニュアル作成

による効率的なガイド育成

暮らしを支える

＜ 産業振興 ＞

取組方針 「中山間地域の暮らしを守り、支える取組」 令和５年度の重点施策

暮らしを守る

＜ 定住対策 ＞

●快適で安全安心な住環境整備支援

●地域内生活交通の維持・確保

●高齢者がいきいきと生活できる
環境整備（健康増進・医療）

●地域を支える人材の育成

定住環境の整備支援
地域資源を活用した
農林業・観光の振興

●持続可能な農業体系の整備

●森林資源の有効な保全と活用

●観光振興施設と観光者受入環境
の整備

●地域の自然、文化、食の魅力発信

住み慣れた地域で安心して健やかに生活できる環境整備を支援
地域を支える人材育成

・若者が希望を持てる環境づくり支援

・若者農業者の育成支援

・地域内デジタル人材の育成

■緑豊かな自然・歴史が織りなす文化
森林資源などの大いなる恵み

■豪雪・自然災害等が発生
定住する上では厳しい自然環境

時代とともに変化しつつある要因

■少子・高齢化や人口減少が顕著 → 集落機能の維持が困難

■就業構造の変化 → 第１次産業従事者の減少・後継者不足

地域を支える

人材確保が急務

現状と課題
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令和5年度 朝日地域まちづくり未来事業

1.地域内生活交通の維持・確保

・朝日地域高等学校等生徒通学費支援事業(バス定期購入支援)

・朝日地域地域内交通調査研究事業(地域内交通のあり方調査研究)

２.快適で安心・安全な住環境整備への支援

・朝日地域助け合い玄関前除雪支援事業(玄関前共同除雪支援)

4.地域を支える人材の育成

・朝日地域若者語らいの場ありのまま未来プロジェクト事業

（地域・人づくり支援）

・朝日地域共創プロジェクト支援事業(地域内デジタル活用人材育成）

・大鳥自然の家環境整備事業(環境教育プログラム開発)

1.中山間地域における持続的な農業体系の整備

・朝日地域若者農業者支援事業

（朝日地域の農業・農村を支える人材育成）

2.森林資源の有効な保全と活用

・朝日地域山の恵み産地化事業

（特産品集出荷、生産維持・拡大等、商品開発や加工品開発へ支援）

１.地域の自然、文化、食の魅力の発信

・朝日地域観光あいのりタクシー運行事業

（朝日連峰登山客向けの二次交通運行への支援)

・六十里越街道魅力発信事業

（六十里越街道の情報発信強化、街道ガイドマニュアル整備）

・桧原二ノ俣峠越山道復元事業(登山道としての整備保全への支援)

・朝日地域国有林活用事業(大鳥池キャンプ場の用地測量)

暮らしを守る取組＜ 定住対策 ＞ 暮らしを支える取組＜ 産業振興 ＞

1,500千円

250千円

3.高齢者がいきいきと生活できる環境整備

・朝日地域健康増進支援事業(かたくり温泉源泉活用介護予防・

健康増進事業）

・朝日地域健康増進施設支援事業 (かたくり温泉利活用トライアル事業)

330千円

1,890千円

178千円

5.中山間地域運営の持続可能な仕組みづくりを支援

・「交流の里おおあみ」づくり支援事業（地域課題解決への支援） 500千円

373千円

1,700千円

Ⅲ 自然、文化、風土等、地域資源を活用した観光の振興

1,400千円

260千円

380千円

Ⅰ 中山間地域における定住環境の支援 Ⅱ 森林資源、自然環境等を活用し、中山間地に特化した
農林業の振興

4,000千円

100千円

1,545千円

118千円

２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 事 業 名 事業費 事 業 内 容 

1 
朝日庁舎・朝日分署改築

事業 

504,986 

(庁舎分) 

施設本体及び木質バイオマス棟（チップボイラー

設備）の工事 

2 
旧大泉鉱山寿岡堆積場

耐震対策事業 
28,028 堆積場安定化対策工事のための実施設計業務等 

3 
大鳥自然の家屋根改修

事業 
3,769 

老朽化により腐食した大鳥自然の家体育館屋根

の一部改修 

4 
大鳥自然の家カヤック

購入事業 
1,460 

令和 4年 8月 3日発生の豪雨により流出したカヤ

ック（カヌー）11艇の購入 

5 
あさひ自然体験交流施

設維持管理事業 
10,900 湯殿山スキー場新第１リフト改修工事 

6 
交通安全施設整備・施設

補修・舗装補修 
3,739  

①防護柵（市道高道沢線） 

②区画線（江口線、他） 

③照明灯修繕（箇所未定） 

故障した灯具を LED灯へ更新 

7 市道整備事業 78,300 

①市道上田沢八久和線融雪装置改良工事（継続） 

②市道野中漆原線道路改良工事（継続） 

③舗装補修（市道北山線 2/3ヵ年事業） 

8 橋梁整備事業 9,490  
①二児橋補修業務（木造吊橋床板補修）（継続） 

②尾浦橋撤去測量設計業務（継続） 

9 
市道桧原線単独災害復

旧事業 
7,000  令和 2年災市道桧原線災害復旧工事（繰越） 

10 
公共土木施設災害復旧

事業 
182,700 

①市道泡滝大鳥線災害復旧工事（富沢） 

②市道泡滝大鳥線災害復旧工事（清水沢） 

＊R4.8.3 発生 豪雨災害による復旧工事 

単 位 区 域 世帯数 人 口 高齢化率 

南部地区集計 169 418 60.77％ 

中央地区集計 900 2,735 42.78％ 

東部地区集計 86 247 50.61％ 

南部・東部・中央計 1,155 3,400 45.56％ 

かたくり荘(特老等) 105 105 100.00％ 

朝日地域全集計 1,260 3,505 47.19％ 

【朝日地域】令和５年度事業箇所図 

【朝日地域の人口・世帯数】 

単位：千円 

２旧大泉鉱山寿岡堆積場耐震対策事業 

１朝日庁舎改築事業 

３大鳥自然の家屋根改修 

事業 

４大鳥自然の家カヤック 

購入事業 

６‐①防護柵（市道高道沢線） 

６‐③区画線（江口線） 

７‐③ 舗装補修（市道北山線） 

７‐①市道上田沢八久和線 

融雪装置改良工事 

７‐② 市道野中漆原線道路改良

工事 

８‐①二児橋補修業務 

８‐②尾浦橋撤去測量設計業務 

10－②市道泡滝大鳥線災害復旧工事（清水沢） 

９市道桧原線単独災害復旧事業 

10－①市道泡滝大鳥線災害復旧工事（富沢） 

５あさひ自然体験交流施設維持管理事業 

（湯殿山スキー場第１リフト改修） 











「かたくり温泉利活用トライアル事業」事業者選定結果について
令 和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

朝日庁舎市民福祉課

「かたくり温泉利活用トライアル事業」実施事業者について、７月３日（月）に実施した選定委員会（委員長：

朝日庁舎支所長）による審査の結果、以下のとおり選定しました。

●応募者数 ： １者 ●選定事業者：特定非営利活動法人こみっとＡＦＣ 理事長 菅原和則

●トライアル事業の提案概要

実施期間（予定） 令和5年8月11日（金）～１１月10日（金）

●住民の移動手段の確保について

・祝日を除く月～金曜日に運行している朝日地域市営バスについては、温泉営業終了後休止していた「かたくり荘前」

バス停の使用をトライアル期間中に再開します。

・土曜日については、朝日地域市営バス利用拡大協議会による「土曜試験運行」を実施し、「かたくり荘前」バス停を

経由して運行します。

（参考）営業終了前の「かたくり温泉ぼんぼ」の状況

休館日：毎月第3水曜日 大人450円、子ども220円 、大広間200円

・ 営業時間 水～日曜日の午前１０時～午後９時

日曜日は午前7時から営業

（月、火曜日休館）

・ 料金設定 大人450円、子ども２００円
（12歳以下）

・ 大広間を無料開放し、遊具、絵本コーナー設置

①温泉入浴事業

・ 隣接する高齢者活動支援施設「健康の里

ふっくら」 を利用した健康増進事業

・ 屋外サウナの実施等、複数回のイベント

・ アンケート実施による事業本格化に向けた

ニーズ調査

②地域振興に資する自主事業
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